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収集運搬業許可申請書（新規・更新・変更）添付書類一覧（○：必須、△：該当する場合） 

 法施行規則第九条の二第二項 添付書類 個人 法人 

１ 事業の計画の概要を記載した書類 

 

・規則様式第６号の２（第１面～第５面） ○ ○ 

２ 事業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を

含む。）の構造を明らかにする平面図、立面図、

断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の

付近の見取図 

・規則様式第６号の２（第６面～第７面） 

■運搬車両 
・写真（前・横） 
■運搬容器 

・写真（シート、袋等も含む） 
■事務所、駐車場 
・位置図(ゼンリン地図等) 
・敷地内見取図 
■積替え保管施設 
・位置図(ゼンリン地図等) 
・敷地内見取図 
・平面図、立面図、保管容器の写真 
・計算書（面積、保管量） 

○ 
  注１ 

○ 
  注１ 

３ 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること

（申請者が所有権を有しない場合には、使用する

権原を有すること）を証する書類 

■運搬車両 
・有効期間内の自動車検査証の写し（紙車検証の場合） 

・有効期間内の自動車検査証記録事項の写し（電子車検

証の場合） 

・車両を借用する場合は、上記のほか賃貸借契約書の写

し等 
■駐車場 
・土地の登記事項証明書 
・土地を借用する場合は、土地の登記事項証明書のほか

賃貸借契約書の写し等 
■積替え保管施設 
・土地、建物の登記事項証明書 
・土地、建物を借用する場合は、登記事項証明書のほか

賃貸借契約書の写し等 
・土地公図（切り図等）（施設の位置を記載） 

○ 
 注１,４ 

○ 
 注１,４ 

４ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書

類 
・(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの許可講習会

修了証の写し 
 ＊新規講習会(過去５年以内)、更新講習会(過去２年

以内) 

 ○  ○ 

５ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調

達方法を記載した書類 

 

・規則様式第６号の２（第８面） ○ ○ 

６ 直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法

人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

直前３ヵ年の事業年度分の 
・決算報告書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書、個別注記表） 
・確定申告書（別表一(一)、別表四)の写し（税務署の

受付印又は電子申請等証明書のあるもの） 
・法人税の納税証明書（その１・納税額等証明用） 

  ○ 
注２,４,５ 

７ 資産に関する調書、直前３年の所得税の納付すべ

き額及び納付済額を証する書類 
■青色申告者 
・規則様式第６号の２（第９面）及びその内容を証する

書類（直前期の確定申告書（青色申告決算書の貸借対

照表）の写し） 
直前３ヵ年の 
・確定申告書（第一表、青色申告決算書の損益計算書）

の写し（税務署の受付印又は電子申請等証明書のある

もの。マイナンバー部分は判読できないよう加工した

もの。） 
・申告所得税の納税証明書（その1.納税額等証明用） 
■白色申告者 
・規則様式第６号の２（第９面）及びその内容を証する

書類（預金残高証明書、固定資産評価証明書） 
直前３ヵ年の 
・確定申告書（第一表、収支内訳書の表紙）の写し（税

務署の受付印又は電子申請等証明書のあるもの。マイ

ナンバー部分は判読できないよう加工したもの。） 

 ○ 
 注４,５ 
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・申告所得税の納税証明書（その1.納税額等証明用） 

 

８ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ・定款又は寄附行為（写しに原本証明したもの） 
・登記事項証明書 

 ○ 
注２,４,５ 

９ 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に

該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関

する法律（平成11年法律第152号）第10条第1項に

規定する登記事項証明書（以下「登記されていな

いことの証明書」という。）） 

 

・住民票の写し(本籍地の記載があるもの。マイナンバ

ーの表示がないもの。) 
・登記されていないことの証明書 

  ○ 
注３,４,５ 

 

10 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当

しない者であることを誓約する書面 

 

・規則様式第６号の２（第１０面） ○ 
   注５ 

○ 
  注５ 

11 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年

者である場合には、その法定代理人の住民票の写

し並びに登記されていないことの証明書 

 

■法定代理人（個人） 

・住民票の写し(本籍地の記載があるもの。マイナンバ

ーの表示がないもの。) 
・登記されていないことの証明書 

■法定代理人（法人） 

・登記事項証明書 
・役員の住民票の写し(本籍地の記載があるもの。マ 
 イナンバーの表示がないもの。) 
・役員の登記されていないことの証明書 

△ 
注３,４,５ 

△ 
注３,４,５ 

12 役員（相談役、顧問を含む）の住民票の写し並び

に登記されていないことの証明書 
・役員の住民票の写し(本籍地の記載があるもの。マイ

ナンバーの表示がないもの。) 
・登記されていないことの証明書 

   ○ 
注３,４,５ 

13 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する

株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する

出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し並びに登記されていないことの証明書

（これらの者が法人である場合には、登記事項証

明書） 

■確定申告書別表二の写し（最新のもの） 
■個人株主 
・住民票の写し(本籍地の記載のあるもの。マイナンバ

ーの表示がないもの。) 
・登記されていないことの証明書 
■法人株主 
・登記事項証明書 

  ○ 
注３,４,５ 

14 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場

合には、その者の住民票の写し並び登記されてい

ないことの証明書 

・使用人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの。マ

イナンバーの表示がないもの。) 
・登記されていないことの証明書 

  △ 
注３,４,５ 

  △ 
注３,４,５ 

そ 
の 
他 

原許可証の原本 

 

更新申請、変更許可申請の場合のみ △ △ 

申請手数料 産業廃棄物 ：新規81千円､更新73千円､変更71千円 
特別管理産廃：新規81千円､更新74千円､変更72千円 

○ ○ 

 
＊ＰＣＢ廃棄物を収集運搬する場合は、下記の書類を添付する。（法施行規則第十条の十二第三項） 
  ・運搬容器の構造を明らかにする図面（平面図、立面図、断面図）及び写真 
  ・連絡設備の一覧表及び写真 
  ・緊急時の連絡体制、連絡先を記載した書面 
  ・応急措置設備の一覧表及び写真 
  ・緊急時対応マニュアル 
  ・作業監督者及びその他の作業従事者の一覧表 
  ・作業監督者の講習会修了証の写し 
  ・その他の従事者の教育概要を記載した書面 
＊運搬船については、下記の書類を添付する。 
  ・船舶の写真、船舶国籍証明書、船舶検査証書、内航定期傭船契約書（申請者が所有者でない場合） 

 
＊申請内容によっては、その他必要な書類を求める。特に役員等について登記されていないことの証明書の提出ができない場合 

（役員等が成年被後見人若しくは被保佐人に該当する場合）当該役員等が「精神の機能の障害」を有するか否かについては、 

医師の診断書、認知症に関する試験結果等を提出させ、その結果をもとに判断する。 

 
注１）更新・変更許可申請の場合、その内容に変更がない場合に限り、２及び３に掲げる書類又は図面の添付を要しないものと

する。この場合、「添付書類省略申出書（様式第１９号）」を添付する。 

    
注２）直前の事業年度に係る有価証券報告書（証券取引法 （昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条第一項に規定する有価

証券報告書をいう。）の提出に代えることができる。 
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注３）有効な先行許可証の提出により、「登記されていないことの証明書」を省略することができる。この場合、「先行許可証

の提示について（様式第２０号）」を添付する。 

変更許可申請にあたり有効な先行許可証を提出する場合は、「住民票の写し」、発行済株式総数の百分の五以上の株

式を有する法人又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている法人の「登記事項証明書」及び法定代理人

が法人の場合、当該法人の「登記事項証明書」も省略することができる。この場合、「先行許可証の提示について（様

式第２０号の２）」を添付する。 

 
注４）「不動産登記事項証明書」、「納税証明書」、「登記事項証明書」、「住民票の写し」、「登記されていないことの証明

書」は、申請の前３か月以内に発行されたものとし、複写による提出でよい。（申請時に原本照合を行う。） 

 
注５）同業の更新許可申請と変更許可申請を同時に行う場合は、６～１４の書類は更新許可申請書に添付し、変更許可申請書に

は「添付書類省略申出書（様式第２１号）」を添付することにより６～１４の書類の添付を省略することができる。 
    また、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請を同時に行う場合は、６～１４の書類は産業

廃棄物収集運搬業の申請書に添付し、特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請書には「添付書類省略申出書（様式第２２号）」

を添付することにより６～１４の書類の添付を省略することができる。 


